
①日本国内外を問わず、業務中、通勤途上、日常生活などにおいて発生したさまざまな急激・
偶然・外来の事故によるケガを24時間補償します。
②本制度の傷害保険金のお支払いは次のとおりです。
傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法
定相続人にお支払いします。
傷害死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。

◆この制度の特長

 全施設の理事長・施設長

11
加入対象

大阪府社会福祉協議会の会員法人・施設
の理事長・施設長
（政府労災保険の対象者（特別加入者）も
加入できます）

◆被保険者（補償の対象者） ◆お支払いの対象となる主な事故例
●施設内で植木の伐採中、誤ってハサミで手を切った。
●卒園旅行の引率中、レクリエーション参加中に転倒し、足を捻挫した。
●休暇中に自転車に乗って移動中、車にはねられケガを負い後遺障害を
負った。　　　　　　　　 

 等

◆保険金額と保険料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

理事長・施設長災害補償制度
（団体総合生活補償保険（標準型））

加入タイプ
Ⅰ 型 Ⅱ 型

1,321.5万円 1,566.5万円

40,000円 45,000円

4,000円

8,000円

－ 300万円（限度）

※理事長・施設長災害補償制度Ⅰ型には傷害入院保険金および傷害手術保険金支払日数延長（７３０日）特約がセットされていますので、傷害
入院保険金の支払限度日数およびお支払いの対象となる期間を１８０日から７３０日に延長します。ただし、事故の発生の日からその日を含
めて１８０日以内に入院された場合に限ります。傷害手術保険金については、事故の発生の日からその日を含めて７３０日以内に手術を受
けた場合にお支払いします。

※理事長・施設長災害補償制度Ⅱ型には特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約、特定感染症危険「葬祭
費用保険金」補償特約がセットされています。詳細は、P.29をご参照ください。

※上記は職種級別A（事務職等）の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

： 傷害入院保険金日額×10
： 傷害入院保険金日額×5

入院中の手術

入院中以外の手術

傷害死亡・後遺障害保険金額
★傷害補償（標準型）特約

傷害入院保険金日額
★傷害補償（標準型）特約

傷害手術保険金
★傷害補償（標準型）特約

傷害通院保険金日額
★傷害補償（標準型）特約

一時払保険料
（1名あたり）

傷害入院保険金および
傷害手術保険金支払日数延長（730日）特約付

特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金
および通院保険金」補償特約付

加入限度口数は1口です。

特定感染症による
葬祭費用保険金
★特定感染症危険

「葬祭費用保険金」補償特約

保険金の種類

18
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

入所者傷害事故補償制度6 （準記名式契約（全員付保）特約セット団体総合生活補償保険（標準型））

10 非常勤職員災害補償制度（準記名式契約（一部付保）特約セット団体総合生活補償保険（標準型））

11 理事長・施設長災害補償制度

共
通
事
項

●保険契約者、被保険者ま
たは保険金を受け取る
べき方の故意または重
大な過失によるケガ※

●闘争行為、自殺行為また
は犯罪行為によるケガ
●自動車等※の無資格運
転、酒気帯び運転※また
は麻薬等を使用しての
運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神
喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または
流産によるケガ
●引受保険会社が保険金
を支払うべきケガの治
療※以外の外科的手術
その他の医療処置によ
るケガ
●戦争、その他の変乱※、
暴動によるケガ（テロ行
為によるケガは、条件付
戦争危険等免責に関す
る一部修正特約により、
保険金の支払対象とな
ります。）
●地震もしくは噴火または
これらを原因とする津波
によるケガ
●核燃料物質等の放射
性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるとき
でも、頸（けい）部症候
群※、腰痛その他の症状
を訴えている場合に、そ
れを裏付けるに足りる
医学的他覚所見のない
もの※

●入浴中の溺水※（ただし、
引受保険会社が保険金
を支払うべきケガによっ
て発生した場合には、保
険金をお支払いしま
す。）
●原因がいかなるときで
も、誤嚥（えん）※によっ
て発生した肺炎
●P.30の「補償対象外と
なる運動等」を行ってい
る間のケガ
●乗用具※を用いて競技
等※をしている間のケガ

など
（注）細菌性食中毒および

ウイルス性食中毒は、
補償の対象にはなり
ません。

保険期間中の事故によるケガ※の
ため、事故の発生の日からその日
を含めて180日以内に死亡された
場合

保険期間中の事故によるケガ※の
ため、事故の発生の日からその日
を含めて180日以内に後遺障害※

が発生した場合

保険期間中の事故によるケガ※の
ため、入院※された場合（以下、この
状態を「傷害入院」といいます。）

保険期間中の事故によるケガ※の
ため、通院※された場合（以下、この
状態を「傷害通院」といいます。）
（注）通院されない場合で、骨折、

脱臼、靱（じん）帯損傷等のケ
ガを被った所定の部位※を固
定するために医師※の指示に
よりギプス等※を常時装着し
たときは、その日数について
傷害通院したものとみなしま
す。

（注1）傷害死亡保険金受取人（定めなかった場合は被保険者
の法定相続人）にお支払いします。

（注2）既にお支払いした傷害後遺障害保険金（特定感染症危
険｢後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金｣補
償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障
害保険金を含みます。）がある場合は、傷害死亡・後遺障
害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金
の額を差し引いた額をお支払いします。

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額

傷
害
保
険
金

傷害死亡保険金
★傷害補償
　（標準型）特約

傷害後遺障害
保険金
★傷害補償
　（標準型）特約

（注1）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金
支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

（注2）被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日
を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保
険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目
における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定
して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

(注3）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった
後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金を
お支払いします。

（注4）既にお支払いした傷害後遺障害保険金（特定感染症危
険｢後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金｣補
償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障
害保険金を含みます。）がある場合は、傷害死亡・後遺障
害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金
の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を
通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・
後遺障害保険金額が限度となります。

傷害死亡・後遺障害保険金額
× 約款所定の保険金支払割合（4％～100％）

傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数

（注1）事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後
の通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしませ
ん。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度と
なります。

（注2）傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院され
た場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。

（注3）傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通
院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケ
ガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払
いしません。

傷害通院保険金日額 × 傷害通院の日数

（注）1事故に基づくケガ※について、１回の手術に限ります。ま
た、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受け
た場合は、①の算式によります。

①  入院※中に受けた手術※の場合
傷害入院保険金日額 × 10

②  ①以外の手術の場合
傷害入院保険金日額 × 5

※印を付した用語については、P.30の「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

傷害入院保険金
★傷害補償
　（標準型）特約

（制度　・　のみ）

傷害手術保険金
★傷害補償
　（標準型）特約
（制度　・　のみ）

傷害通院保険金
★傷害補償
　（標準型）特約
（制度　・　のみ）

（注1）事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後
の入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしませ
ん。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度
となります。

（注2）傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入
院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケ
ガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払
いしません。

（注3）【  理事長・施設長災害補償制度】Ⅰ型には傷害入院保険
金および傷害手術保険金支払日数延長（730日）特約が
セットされているため、傷害入院保険金の支払限度日数
およびお支払いの対象となる期間を730日に延長しま
す。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以
内に入院※された場合に限ります。

（団体総合生活補償保険（標準型））

保険期間中の事故によるケガ※の
治療※のため、事故の発生の日か
らその日を含めて180日以内に手
術※を受けられた場合
（注）【　理事長・施設長災害補償

制度】Ⅰ型には傷害入院保険
金および傷害手術保険金支
払日数延長（730日）特約が
セットされているため、事故
の発生の日からその日を含め
て730日以内に手術※を受け
られた場合に傷害手術保険
金をお支払いします。
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保険金をお支払いする場合・お支払いしない主な場合

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取
るべき方の故意または重大な過失による特定
感染症※の発病※

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による特
定感染症の発病
●戦争、その他の変乱※、暴動による特定感染症
の発病（テロ行為による特定感染症の発病
は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正
特約により、保険金の支払対象となります。）
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする
津波による特定感染症の発病
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による特定
感染症の発病
●傷害保険金をお支払いすべきケガ※による特
定感染症
●保険責任開始日からその日を含めて10日以
内の特定感染症の発病（ただし、この保険契
約が特定感染症を補償する継続契約の場合
は、保険金の支払対象となります。）

など

●保険契約者、被保険者、補償対象者または保
険金を受け取るべき方の故意または重大な
過失による特定感染症※の発病※

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による特
定感染症の発病
●戦争、その他の変乱※、暴動による特定感染症
の発病（テロ行為による特定感染症の発病
は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正
特約により、保険金の支払対象となります。）
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする
津波による特定感染症の発病
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による特定
感染症の発病
●傷害保険金をお支払いすべきケガ※による特
定感染症
●保険責任開始日からその日を含めて10日以
内の特定感染症の発病（ただし、この保険契
約が特定感染症を補償する継続契約の場合
は、保険金の支払対象となります。）

など

（注1）特定感染症※を発病※した日からその日を含め
て180日を経過した後の感染症入院に対して
は、特定感染症による入院保険金をお支払い
しません。また、お支払いする感染症入院の日
数は180日が限度となります。

（注2）傷害入院保険金または特定感染症による入院
保険金をお支払いする期間中にさらに特定感
染症による入院保険金の「保険金をお支払いす
る場合」に該当する特定感染症を発病した場合
は、特定感染症による入院保険金を重ねてはお
支払いしません。

（注3）特定感染症による入院保険金をお支払いする期
間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支
払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、
傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。

（注1）特定感染症※を発病※した日からその日を含め
て180日を経過した後の感染症通院に対して
は、特定感染症による通院保険金をお支払い
しません。また、お支払いする感染症通院の日
数は90日が限度となります。

（注2）傷害入院保険金または特定感染症による入院
保険金をお支払いする期間中に通院※された
場合は、特定感染症による通院保険金をお支
払いしません。

（注3）傷害通院保険金または特定感染症による通院
保険金をお支払いする期間中にさらに特定感
染症による通院保険金の「保険金をお支払い
する場合」に該当する特定感染症を発病した場
合は、特定感染症による通院保険金を重ねて
はお支払いしません。

（注４）特定感染症による通院保険金をお支払いする
期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金を
お支払いする場合」に該当するケガ※を被った
場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払い
しません。

（注1）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定めら
れた保険金支払割合で、特定感染症※による後
遺障害保険金をお支払いします。

（注2）被保険者が発病※の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療※を要する状態にある
場合は、引受保険会社は、発病の日からその日
を含めて181日目における医師※の診断に基
づき後遺障害※の程度を認定して、特定感染症
による後遺障害保険金をお支払いします。

（注3）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、
既にあった後遺障害に対する保険金支払割合
を控除して、保険金をお支払いします。

（注4）既にお支払いした傷害後遺障害保険金または
特定感染症による後遺障害保険金がある場合
は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支
払いした傷害後遺障害保険金および特定感染
症による後遺障害保険金の額を差し引いた額
が限度となります。また、保険期間を通じてお支
払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金
および特定感染症による後遺障害保険金は、傷
害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

被保険者（保険契約者または補償対象者の親族※）が
葬祭費用を負担したことによって被った損害に対し
て、補償対象者1名につき300万円を限度として、そ
の費用の負担者に保険金をお支払いします。
（注）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の

特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま
す。）が他にある場合、補償の重複が発生するこ
とがあります。補償内容の差異や保険金額、加入
の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ
い。

保険期間中に特定感
染症※を発病※し、発
病の日からその日を
含めて180日以内に
後遺障害※が発生した
場合

保険期間中に特定感
染症※を発病※し、そ
の直接の結果として、
次のいずれかに該当
した場合（以下、この
状態を「感染症入院」
といいます。）
①入院※した場合
②感染症の予防及び
感染症の患者に対
する医療に関する
法律（平成10年法
律第114号）第18
条第2項の規定に
よる就業制限が課
された場合

保険期間中に特定感
染症※を発病※し、そ
の特定感染症のため
通院※された場合
（以下、この状態を「感
染症通院」といいま
す。）

補償対象者（＊）が保険
期間中に特定感染症※

を発病※し、その特定
感染症のため、特定
感染症の発病の日か
らその日を含めて
180日以内に死亡さ
れた場合
（＊）「補償対象者」と

は、傷害補償特
約における被保
険者をいいます。

傷害死亡・後遺障害保険金額
× 約款所定の保険金支払割合（4％～100％）

傷害入院保険金日額 × 感染症入院の日数

傷害通院保険金日額 × 感染症通院の日数

●柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いし
ます。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

特定感染症による
後遺障害保険金

★特定感染症危険
「後遺障害保険
金、入院保険金
および通院保険
金」補償特約

特定感染症による
入院保険金

★特定感染症危険
「後遺障害保険
金、入院保険金
および通院保険
金」補償特約

特定感染症による
通院保険金

★特定感染症危険
「後遺障害保険
金、入院保険金
および通院保険
金」補償特約

特定感染症による
葬祭費用保険金

★特定感染症危険
「葬祭費用保険
金」補償特約

（制度　Ⅱ型のみ）

（制度　Ⅱ型のみ）

（制度　Ⅱ型のみ）

（制度　Ⅱ型のみ）
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条件付戦争危険等免
責に関する一部修正
特約（自動セット）

制度❻【入所者傷
害事故補償制度】
の場合

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの
対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人ま
たはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

準記名式契約（全員付
保）（職名等別保険金
額）特約

被保険者となり得る方の名簿を保険契約者が備え付けることを条件として、ご加入時に被保険者の記名
を省略し、被保険者の人数でご加入いただくことができる特約です。保険契約者と一定の関係にある方
全員を被保険者としてご指定いただき、その人数を被保険者数とします。

制度　【非常勤職
員災害補償制度】
の場合

制度　【理事長・
施設長災害補償制
度】（Ⅰ型）の場合

就業中のみの傷害危
険補償（事業主・役
員・従業員）特約

次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。
被保険者が職業または職務に従事している間（通常の通勤途上を含みます。）のケガ

準記名式契約（一部付
保）（職名等別保険金
額）特約

被保険者となり得る方の名簿を保険契約者が備え付けることを条件として、ご加入時に被保険者の記名
を省略し、被保険者の人数でご加入いただくことができる特約です。保険契約者と一定の関係にある方
全員を被保険者としてご指定いただき、その1日あたりの最高稼働人数を被保険者数とします。

傷害入院保険金および
傷害手術保険金支払
日数延長（730日）特約

傷害入院保険金の支払限度日数およびお支払いの対象となる期間を180日から730日に延長します。
ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院※された場合に限ります。傷害手術保険
金については、事故の発生の日からその日を含めて730日以内に手術※を受けた場合にお支払いします。

【特約の説明】

※印の用語のご説明

セットする特約該当する制度

制度❻　　 共通

●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている
場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像
検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することがで
きないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。

●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに
類するもの（硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安
静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、
頸（けい）椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。）をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技
場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
　（＊）いずれもそのための練習を含みます。
●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害を
いいます。
　「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間
隔がないこと」を意味します。
　「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって
予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。

　「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によ
ること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
　「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に
吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含み、
次のいずれかに該当するものを含みません。
　　①細菌性食中毒　②ウイルス性食中毒
（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除

きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は含
まれません。）をいいます。
・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以
下同様とします。）または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の３大関節部分（中手骨、中足骨
およびそれらより指先側は含まれません。）。ただし、長管骨を含めギ
プス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部にギプス
等の固定具を装着した場合に限ります。

●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被
保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の
重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、
被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる
医学的他覚所見※のないものを除きます。

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをい
います。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条（酒気帯び運転等の禁止）第1
項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定
対象として列挙されている診療行為（＊1）。ただし、創傷処理、皮膚切開
術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復
術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為（＊2）
（＊1）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象と

して列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表にお
いても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。

（＊2）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用
いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限
ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならび

に注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温
熱療法による診療行為を除きます。

●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みま
す。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づ
き定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの（先
進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院また
は診療所において行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医
療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診
療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療に
より、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。た
だし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのもの
は含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公
的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療
料を１回算定された場合は、最初の１回のみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入
り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律（平成10年法律第114号）第6条に規定する次のいずれかの
感染症をいいます。
①一類感染症
②二類感染症
③三類感染症
④指定感染症（＊）
（＊）指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成10年法律第114号）第7条第1項の規定に基づ
き一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と
同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限り
ます。

●「発病」とは、医師※が診断（＊）した発病をいいます。ただし、先天性異常に
ついては、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
（＊）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「親族」とは、６親等内の血族、配偶者※および３親等内の姻族をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方
を含みます。

特約の説明

山岳登はん（＊1）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊2）操
縦（＊3）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊4）
搭乗、ジャイロプレーン搭乗　　　　　　　　　　　　　　　　　

　その他これらに類する危険な運動
（＊1）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する

もの、ロッククライミング（フリークライミングを含み、登る壁の高
さが５ｍ以下であるボルダリングは含みません。）をいいます。

（＊2）グライダーおよび飛行船は含みません。
（＊3）職務として操縦する場合は含みません。
（＊4）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機

等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含
みません。

補償対象外となる運動等

特約名称

特定感染症危険「葬祭費用保険金」
補償特約

補償対象者および被保険者
以外の医師

特約固有の「医師」の範囲


